
御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７

項の規定に基づき、御坊市民文化会館（以下「会館」という。）に設置する喫茶

施設の使用許可について必要な事項を定めるものとする。 

（要件） 

第２条 会館喫茶施設を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

⑴ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第２項各号に該当しない     

者 

⑵ 食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７第１号ロに

掲げる食品衛生責任者の要件（以下「要件」という。）を満たす者又は要件を

満たす者を選任できる者 

⑶ 市区町村税を完納している者 

⑷ 御坊市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）第２条第１号から第３号

までに規定する者又はその者と密接な関係を有する者のいずれにも該当しない

者 

（使用許可） 

第３条 会館喫茶施設の使用についての申込みがあった場合、教育長は、前条の要

件を満たしているか否かを審査し、適当と認める場合は使用を許可することがで

きる。この場合において、教育長は、会館喫茶施設の使用を許可した者（以下「使

用者」という。）に御坊市民文化会館喫茶施設使用許可書（様式第１号。以下「許

可書」という。）を交付するものとする。 

（使用料等） 

第４条 前条に規定する使用許可に係る使用料は、行政財産の使用許可に関する使

用料条例（平成３年条例第１号）第２条第１項第２号及び第３条の定めるところ

による。 

２ 前項の規定により算出した金額に１,０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 

３ 前項の使用料は、月割り（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨



て、初月分に加算するものとする。）し、毎月末日までに教育長が指定する方法

で支払うものとする。 

（使用許可の手続） 

第５条 使用者は、許可書を交付された日から起算して１０日以内に次に掲げる手

続をしなければならない。 

⑴ 信用保証金預かり契約書（様式第２号）を締結し、信用保証金として５０万

円を納付すること。 

⑵ 誓約書（様式第３号）を教育長に提出すること。 

⑶ その他会館喫茶施設に係る従業員名簿等の運営管理に関する必要書類を作成

し、教育長に提出すること。 

２ 教育長は、前項に規定する必要書類を審査し、不適当と判断したときは、新た

に期限を定めて再度提出を求めることができる。 

（使用許可期間） 

第６条 会館喫茶施設の使用許可期間は、１年とする。ただし、教育長が特別の事

情があると認めたときは、この限りでない。 

２ 会館喫茶施設の使用許可期間が満了する６月前までに継続使用の申込みがあっ

た場合、教育長は、資格等を審査し、適当と認めるときは継続使用を認めること

ができる。 

（営業日及び営業時間） 

第７条 会館喫茶施設の営業日は会館の開館日とし、営業時間は会館の開館時間内

とする。ただし、教育長は、会館運営に支障のない限りにおいて休館日及び開館

時間外の営業を認めることができる。 

（費用負担義務） 

第８条 会館喫茶施設の管理運営に係る電気、電話、水道、ガス、共益負担金等の

費用は、使用者の負担とする。 

（営業内容） 

第９条 会館喫茶施設の営業内容は、飲食店とし、かつ、会館利用者の便益に供す

るものとする。 

（衛生管理） 

第１０条 使用者は、常に会館喫茶施設を清潔かつ衛生的な状態に保たなければな

らない。 



（名義使用の禁止等） 

第１１条 会館喫茶施設経営上の商品、材料等の仕入れ及び商取引は、誠実にこれ

を行い、市若しくは教育委員会の名義を使用し、又は市の信用を損うようなこと

をしてはならない。 

（権利譲渡の禁止） 

第１２条 使用者は、会館喫茶施設使用許可の権利を他の者に譲渡し、又は転貸し

てはならない。 

（使用者の管理義務等） 

第１３条 使用者は、会館喫茶施設の使用期間中、善良な管理を怠ってはならない。 

２ 使用者は、善良な管理を怠り、会館喫茶施設を損傷したときは、その損害を賠

償しなければならない。 

３ 前項の賠償額については、その都度教育長が定める。 

（備品の持込み等） 

第１４条 会館喫茶施設への一般家具、厨房器具等の持込み、造作、模様替え等を

するときは、教育長の承認を受けるものとし、その費用は使用者の負担とする。 

（使用許可の取消し） 

第１５条 教育長は、使用者が第２条に規定する要件に該当しなくなったとき、又

は行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったときは、催告をする

ことなく、会館喫茶施設の使用許可を取り消すことができる。この場合において、

教育長は、使用許可のため必要があると認めたときは、調査を行うものとし、使

用者はその調査に協力し、必要な資料を提出しなければならない。 

２ 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じて

も、教育長はその賠償の責を負わないものとする。 

（原状回復の義務） 

第１６条 使用者は、会館喫茶施設の使用を終了したとき、又は会館喫茶施設の使

用許可の取消しを命ぜられたときは、速やかに自己の負担により原状に復さなけ

ればならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長は、使用者に代わって原状に

復し、これに要した費用を使用者に請求することができる。 

３ 使用者は、明渡しに際し、自己が支出した造作費、移転費、修繕費等全ての費

用を負担しなければならない。 



（信用保証金の還付等） 

第１７条 第５条第１項第１号に規定する信用保証金は、使用者が会館喫茶施設の

使用を終了したとき、又は会館喫茶施設の使用許可の取消しを命ぜられたときは、

当該使用者に全額還付する。ただし、未納の使用料、実費負担金、損害賠償金等

があるときは、これらの額を信用保証金の額から控除した額を還付する。 

２ 第５条第１項第１号に規定する信用保証金には、利息を付さない。 

（協議） 

第１８条 使用者は、会館喫茶施設で管理運営上問題が生じたときは、教育長と協

議しなければならない。ただし、協議が整わない場合は、教育長の決定に従うも

のとする。 

（その他） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、会館喫茶施設の使用許可に関し必要な事

項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年５月１８日から施行する。



様式第１号(第３条関係) 

御 坊 市 民 文 化 会 館 喫 茶 施 設 使 用 許 可 書 

 

年   月   日  

 

              様 

 

御坊市教育委員会 

教育長          印 

 

 下記のとおり許可する。 

 

 

記 

  

許可を受ける者 

住   所

又は所在地 
 

  

氏   名

又 は 名 称 
  

使用許可施設 

所  在  地 御坊市薗２５８番地２ 

名    称 御坊市民文化会館喫茶施設 

使 用 許 可 期 間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

使 用 目 的 飲食店 

使 用 許 可 条 件 
御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則に基づき許

可する。 

  

 



様式第２号(第５条関係) 

信用保証金預かり契約書 

 

 御坊市教育委員会教育長(以下「甲」という。)と        (以下「乙」とい

う。)とは、御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則(以下「使用許可規則」という。)第

５条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり信用保証金預かり契約を締結する。 

 (契約の目的) 

第１条 御坊市民文化会館喫茶施設の使用許可を受けた乙は、使用許可規則第１６条に

定める原状回復義務の履行、その他乙が甲に対して負担する一切の義務履行の信用保

証金として５０万円を使用許可書の交付された日から起算して１０日以内に甲に納付

するものとする。 

 (信用保証金の還付等) 

第２条 甲は、乙が御坊市民文化会館喫茶施設の使用を終了したとき、又は会館喫茶施

設の使用許可の取消しを命ぜられたときは、信用保証金の全額を還付する。ただし、

乙が前条に規定する甲に対する債務を履行していないときは、当該未履行の債務の額

を信用保証金の額から控除し還付するものとする。 

２ 信用保証金には、利息を付さない。 

 (その他) 

第３条 この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定め

るものとする。 

  この契約の証として、本契約書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通

を保有するものとする。 

 

      年  月  日 

 

甲 御坊市薗３５０番地２ 

御坊市教育委員会 

教育長      

 

 

乙               

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号(第５条関係) 

 

誓 約 書 

 

 

  御坊市教育委員会 

教育長       様 

 

 

御坊市民文化会館喫茶施設 

使用者 

住   所 

又は所在地             

 

氏   名 

又 は 名 称                 印  

 

 

 私は、御坊市民文化会館喫茶施設を使用するにあたり御坊市民文化会館喫茶施設使用許

可規則を厳守し、御坊市民文化会館の用途及び目的を妨げぬよう善良な管理をもって喫茶

施設を運営します。 

 御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則に違反した場合は、御坊市民文化会館喫茶施設

使用許可の取消しを受けても異議を申し立てないことを誓約します。 

 


